
エルズサポート株式会社 御中

20220401 一瞬‐改正対応版

委託 、内窟事前説明書】及び

代理店名 御担当者様

保証委託契約内容事前説明書
この度は エルズサポート株式会社 (以下「当社」という)の保証サービスをご利用いただき、誠に有難うございます。
以下は、保証委託契杓内容に関する大切なご案内てす。各項目をお読みいただいたうえて ご署名をお願い致します。
X大枠部分は代理店様ご記入欄

2 その他費用(必要に応じて記入下さい)

円

円

円

1 保証委託料

初回保証委託料
月額質料 {質料 共益費 駐車場代 その他固定費等の合計)の

% = 円

年間保証委託料
分割保証委託料

ケ月
毎に 円

3 家賃債務保証委託先について

社名 エルズサポート株式会社
【家賃債務保証業者登録 国土交通大臣(1)第18号 (登録年月日 2017年12月21日)】

住所 〒163-6011 東京都新宿区西新宿6丁目8番 1号 新宿オークタワー11階
電話 o120‐663柚220(お客様相談窓口)

4 保証委託契約の保証内容(範囲)と保証金額について

本保証委託実物急資料滞納時の保険てはありません。滞納時にも賃料支払義務は当然に発生し去ず。
保証会社は、お客様の債務となる賃料等(申込書記載の月額請求合計)及び変動費、または賃貸者契約が解除された場合に生じる明渡しまての
賃科等相当損害金、訴訟その他法的手続き費用などについて、お客様か万一お支払い出来ない場合に、保証会社か保証し、お客様に代わり賃貸人様に
お支払いします。但し、滞納状況に応じて保証会社からの支払を停止する場合があります。また、保証対象債務の上限全額は物件用途か住居 事業用の場合は
月額賃料の24ヶ月分、駐車場の場合は月額賃料の 12ヶ月分に相当する全額となります。なお、上記の債務については保証会社が一時的に支払を行いますが、
最終的にはお客様の債務としてお支払い頂くことになります。

5 保証委託契約の保証期間について

保証委託契約は、お客様より、ご署名ご捺印済みの保証委託契約書、及ひ、初回保証委託料 を保証会社か受領した日より開始となり‐賃貸物件の明度しを
以って終了となります。

6 保証委託契約の料金について

お客様には、契約狩の保証委託料として、上記(または保証委託契約書頭書)記載の初回保証委託料をお支払頂きます。
以後、(年間)保証委託料として、上記(又は保証委託契約書頭書)記載の年間保証委託料を1年経過月の前月末日まてに(分割保証委託料の場合は毎月の
賃料とあわせて)頂戴します。なお、契約締結後は契約期間中に解約等が発生した場合においても、お支払いされた保証委託料の返還はありません。

7 求償債務の範囲と求償権の行使について

お客様が賃料の滞納等を発生させたことにより、賃貸借契約の金銭支払債務な保証金↑↓ん保証した場合 保証発生後、保証会社が賃貸人様(物件オーナー様
不動産会社様 )に代わり、お客様に対してご請求を行うことになります。(これを求償権の行使といいます。)また~求償権を行使するにあたり、訴訟およ
び法的な手続きが発生した場合の費用も、お客様にご請求をさせて頂きます。なお、お支払いについて、保証会社の定めた朝日にお支払い頂けない場合、
遅延損害金として~年 146%の全額を加算してお支払い頂くことになりますので くれくれもご主意下さい。

8 事前求償の内容について

お客様が賃料の支払期日を超過した場合、保証会社はお客様、及び連帯保証人に対し事劇--永実̂権こ↑T伎する場合があります。

9 督促及び建物への立ち入りについて

お客様が賃料の滞納等を発生させた場合、保証会社の指定する方法に従い賃料等に加えて再請求事務手数料800円(′白費税芳1」)ならびに本頭書記載の手数料か発生します。
また、以下の措置を取らせていただくことか有りますのて予めご認識ください。
求償権(事前の求償権を含む)に基づき保証会社か電話 郵送、訪問等の手段により請求業務を行ないます。
お客様の勤務先または緊急連絡先に問い合わせたうえて、連絡がつかない、あるいは所在や連絡方法が把握てきない場合 賃貸人等の了解を得たうえて、
保証会社の担当が物件の使用状況を確認するために物件の敷地(集合住宅等の場合は共用部分)へ立ち入ることを承諾して頂きます。
′去令上認められている場合、賃借人について身体の異常その他緊急の事態が発生した可能性がある場合その他正当な理由がある場合には
賃貸人等の了承を得たうえて、保証会社の担当が本物件に立ち入ることを承諾して頂きます。
お客様は、賃貸人様がお客様から得た情報を保証会社に提供すること、及び保証会社がお客様から得た情報を賃貸人様に提供することについて予め承諾頂きます。

10 残置物の移管等について

賃貸借契約終了後に本物件に残置物(車両を含む)かある場合において‐お客様は、当該残置物の所有権を放棄し、賃貸人等、保証会社その他の第三者か
当該残置物を搬出等することに何ら異議を申し立てないものとします。物件から搬出された残置物を保証会社か保管する場合、保管開始後1ヵ月以上経過したときは、
保証会社は賃借人に事前に通知することなく、保管する残置物を廃棄することかてきるものとします。これらの作業に関わる一切の費用はお客様の負担とします。
また、お客様は 当該残置物の移管等が行われたことを理由として、保証会社に対して支払うへき全員の支払い義務を拒むことはてきません。

11 口座残高が支払準備金(賃料等)に満たない場合について

万が一お客様の指定口座の残高不足により、口座振替かてきなかったときは、直ちに保証会社か指定する口座へ質料等を全額振込み頂きます。

12 特約について

特約 (備考 )欄に記載事項かある場合は、前項目に優先されますのて、必ずこ確認〈たさいますようお願いします。

登録情報 登録期間

I 氏名 生年月臼 住所、電話番号等の本
人を特定するための情報

下記の3又は4のいずれかの情報が登
録されている期間

2 賃貸物件の名称 住所等賃貸物件を特定
するための情報

3 本契杓の申込をした事実 当社が加盟家賃債務保証情報取扱機
関に照会した日から6カ月間

4
当社の賃貸人に対する支払い状況 求償
金支払請求訴訟乃ば建物明度請求訴訟に
関する情報

契約期間中及び契約終了後債務が鳥
滅してから5年間

保険会社へ記入内容を提供することについて

別紙申込書に記載されている申込者の個人i最iE一 保険商品 各種サービスの案内 提供等のため
保険会社 およひ 取扱代理店に提供することがあります(第4条② -IE)。ただし、個人情報を提供するのは、申込
者が下記いずれかの保険会社に加入する予定の場合に限ります。

属 薗己掛逆逐建物鷹茸借毒数g1粗は麹穣ぬぁゑぃず樋ぬ保険会建-鐙塑 -騒逸
他理店員長こ1固△箆謹呈を提鑑三-:-壷こと-を丞諾しま一重;

保険会社

e一滴Lノニー‐二一喜:
▲
÷÷ェL会社

人月報の取扱に

【個人情報の取扱に関する条項】の同意書
保証委託契約 (以下「本契約」という。)の申込者 (契貧者も含も。以下「申込者」という)は、エルズサ ③申込者等は、賃貸人が申込者等に対して建物明渡請求訴訟を提起した場合に、これにかかる情
ホート株式会社 (以下「保証会社」という)が、本条項に従い、個人情報を取扱うことに同音いたしま 報を 賃貸人が保証会社に対し、保証会社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録する目的て

す。また、申込者が複数名の場合には、共同申込者全員の同骨の上て、共同申込者の代表として 畿 高言ご海 霧 誓ま本す止 限り加 盟家賃ィ責務鋤 情報取扱機関,嶺 録さ如 る個人情報に
署名することを了承します。 倖る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を~加盟家賃債務保証第1条(個人情報)
個人情報とは、以下の個人に関する情報等をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の 情報取扱機関が定める手続き 及び方法によって行なうことがてきます。
記述等により特定の個人を識別することがてきるもの等をいいます。また、その情報のみては識別 第7条"国人情報の保証会社への提供)
できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することか 申込者等は、申込者、連帯保証人予定者 賃借人、連帯保証人 賃貸人、管理会社、仲介会社又
てきるもの等も個人情報に含まれます。 は緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関伴者が、申込者等の個人情報を、第3条記載の利用
①氏名 性別、生年月日、住所、電話番号 国籍、職業 勤務先名称、勤務先住所、勤務先電話番 目的のために保証会社に対し提供することに同意します。
号及ひ月収等の保証委託申込書、保証委託契約書及び保証契約書に記載された属性情報 (変更 第8条 (開示等の請求)
後の情報を含む)、及び本籍地、健康情報、障害情報 生活保護の受給情報などの要配慮個人情 ①保証会社は‐申込者本人又はその代理人様から、保証会社が保有する保有個人データに関して
報。 利用目的の通知、開示、内容の訂正 追加又は削除、利用の停止、膚去及び第三者への提供の停
②保証委託契約及び保証契約に関する賃貸物件の名称、所在地及び賃料等の契約情報。 止、第三者提供記録の開示 (以下 “開示等の請求"という。)を求められた場合には 遅滞なくこれ

契約及び保証契杓に関する賃料支払状況等の取引情報。 に応じます。
証、パスポート及び外国人登録証明書等に記載された本人確認のための情報。 ②開示等の請求をご希望の方は保証会社ホームページ(hはp//wwwls‐supportcoip/)を参照いた
像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等にて記録された映像又は音声情報。 だくか、お問合せ窓口まてご連絡ください。
公共機関、官報、マスメディア、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。 第9条 (個人情報の正確性)
する個人情報) 保証会社は 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新内容に保つよう
、緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者に関する個人情報についても本条項 努めます。たたし、保証委託契約又は賃貸保証契約の申込時又は締結時においてご提供いただい

い た個人情報が正確かつ最新てあることについては、申込者等か責任を負うものとします。に従って取り扱います。、まず。 た個
の利用目的) 第1
扱う個人情報の利用目的は以下のとおりてず。利用目的を超えて個人情報を利用 申、

の締結可否の判断のため。
の締結及び履行のため。
後求償権の行使のため。

a)法令に基づく場合
b)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合てあって、本人の同音を得ることが困

人情報を第三者へ提供す
メール、郵送等てす。

名 称 一般社団赤人
住 所 〒lo5-0004
電話番号 0570‐086一 1O

第 15条 (統計データの利用)
スの案内 提供のため、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等を、保 保証会社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定てきない形式に加工した統計データを作
に提供すること。 成することがあります。保証会社は‐当該データにつき何らの制限なく利用することがてきるものとし
第三者へ提供する手段又は方法は、ンステムヘの入力、ファイルサーバ まず。
郵送等てず。 第 16条 (個人情報保護管理者)ず。 第16条 (個人情報保護管理者)

エルズサポート株式会社 事業統括室 PMSマネージャー 連絡先 次条参照
受ける者は、第三者に該当しないものとします。 第i7条 (問い合わせ窓口)
必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委 個人情報に関する苦情 開示等の請求又はその他のご質問こ相談若しくはお問い合わせにつきま
情報の取扱いについては保証会社が責任を負います)。 しては、以下の問い合わせ窓口まてご連絡ください。
の承継に伴って個人情報が提供される場合。 エルズサホート株式会社 お客様相談窓口

等との本契約締結可否の判断及ひ本契約の履行 求償権の行 受け時間 月曜臼~ 金曜日(祝祭日砕く)9 00~18 00
家賃債務保証情報取扱機関(以下「加盟家賃債務保証情報取扱 第僧条(備考)
こ関する個人情報が登録されている場合には 保証会社が当該 申込者が法人の場合、第6条は適用外とします。

力会 (略称uCC)
目22番6号 ル グラソエルBLDG2 四階A

U R Lhttp/ るpgorip
②申込者等は、以下の表に定める個人情報が加盟家賃債務保証情報取扱機関に以下の表に定め
る期間登録され、加盟家賃債務保証情報取扱機関の会員により申込者等との契約締結可否の判
断及ひ契約の履行 求償権の行使のために利用されることに同意します。

(FAX送付先 エルスサポート審査室 )

申込日20 年 月 日

保証会社は、申込者等から提供を受けた個人情報に基づき保証委託契杓及び賃貸保証契約の締
結可否の判断を行います。必要な個人情報を提供いたたけない場合には、保証委託契約及び賃貸
保証契約の締結をお断りさせていただきます。
第 12条 (審査結果)

保証委託契約の申込、締結又は履行に必要な情報 (運転免許証、パスポート等の書
た本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また クレジノトカード

自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。
情報提供の任意性)

(ご本人直筆でこ署名下さい)

電話番号 0120‐663‐220

】の同意書


